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１１  計計画画のの趣趣旨旨とと推推進進のの経経過過  

岡山市では、「すべての市民が健康で自分らしく生きられるまち」を目指し、平成

15（2003）年に「健康市民おかやま２１（平成 15（2003）年～平成 24（2012）

年）」を策定しました。市民と行政が一体となり、市民の健康づくり運動を推進してき

た中で、地域での健康づくりを進めるための体制整備が進み、地域のネットワークが

広がってきました。また、「健康を自覚できる人」の増加など市民の健康づくり運動の

成果があがりました。 

しかし、青壮年期に対する取組や、こころの健康づくりへの取組など、改善すべき

課題も残され、さらに、高齢化にともなう疾病治療や介護にかかる社会の負担が一層

増すと予測されるとともに、健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健

康状態の差）への対策も必要となってきました。 

このような背景のもと、社会全体が相互に支えあいながら、市民の健康を守るため

の社会環境の整備がますます重要になり、平成 25（2013）年度～令和 4（2022）

年度の健康増進計画として、市民参画のもと「健康市民おかやま２１（第２次）」を策

定しました。（令和 3（2021）年度、国の健康日本 21（第二次）計画の 1年延長に

伴い、本計画も 1年延長し、令和 5（2023）年度までの計画に変更）。 

5 年目の中間年である平成 29（2017）年度には、活動状況や目標の達成状況に

ついての中間評価を行い、計画の最終年となる令和５（2023）年度に向けて課題と

活動の方向性を明確にし（P.10参照）、健康づくり運動を推進してきました。 

（参考）国は、平成 12（2000）年に策定した「２１世紀における国民の健康づくり

運動（健康日本２１）」に引き続き、少子高齢化や疾病構造の変化が進む中

で、全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会

の実現をめざし、健康格差の縮小や社会環境の整備等を新たな目標に掲げ、

平成 25（2013）年度に「健康日本２１（第二次）」を策定し、平成 29（2017）

年度に中間評価を行っています。  
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計計画画とと推推進進のの概概要要  
２２  目目的的  

この計画は、すべての市民が健康で、心豊かに生きられるまちを目指し、健康を

自覚できる人の増加と、健やかな暮らしを支える社会環境の実現を図ることを目的

としています。 

３３  計計画画のの位位置置づづけけ  

（１）「健康増進法」（平成 14年法律第 103号）第 8条に基づき、市民の健康の

増進の総合的な推進を図るための方向性や目標を定めるものです。 

（２）「健康市民おかやま 21」（平成 15（2003）年度～24（2012）年度）の

評価をもとに、次期計画として位置づけ、その継続性を保っていきます。 

（３）様々な分野の取組を総合的・一体的に進めるために「岡山市第六次総合計画

（平成 28（2016）年度～令和 7（2025）年度）」の健康づくり分野の

計画として位置づけ、関連計画との調和を図っていきます。 

岡山市第六次総合計画

健康市民
おかやま
２１

（第２次）

【岡山県】
第2次

健康おかやま
２１

【主な関係計画・条例等】

岡山市地域共生社会推進計画（地域福祉計画）
岡山市国民健康保険特定健診等実施計画
岡山市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）
岡山市食育推進計画（第3次）
岡山市歯科保健基本計画
岡山市自殺対策基本計画
岡山市子ども・子育て支援プラン
岡山市子ども・子育て支援事業計画
第2期岡山市教育振興基本計画
岡山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
岡山市における認知症施策の指針（岡山市版オレンジプラン）
岡山市障害福祉計画
岡山市障害者プラン
岡山市スポーツ推進計画
岡山市緑の基本計画
岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する基本計画

（さんかくプラン）
岡山市くらしやすい福祉のまちづくり条例
岡山市がん対策推進条例
岡山市歯と口腔の健康づくり条例 等

【国】
健康日本２１
（第二次）

岡山市地域共生社会推進計画（地域福祉計画）

４４  計計画画のの期期間間  

計画の期間は、平成 25（2013）年度から令和５（2023）年度までの 1１

年間としています。計画の推進にあたっては、計画の中間年にあたる平成 29

（2017）年度に中間評価、令和５（2023）年度に最終評価を行いました。 
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５５  基基本本理理念念  

取組の方策については、以下の３つを基本理念としました。 

（１）市民の主体的な健康づくり

（２）地域でつながり、高めあう健康づくり

（３）市民の健康を支え守るための環境整備

６６  推推進進のの方方向向性性  

また、以下の 3つを推進の方向性としました。 

（１）ライフステージに応じた健康づくりの推進

（２）6分野の健康づくり（栄養・食生活、身体活動・運動、こころ・休養、

飲酒、喫煙、歯・口腔の健康）及び生活習慣病への対策

（３）市民、企業、専門団体、地区組織、ヘルスボランティア、公民館、学校園

などとの連携による健康づくりの推進

＜健康市民おかやま２１の推進体制図＞ 

行行 政政地地域域・・住住民民

健康市民おかやま２１
庁内推進会議

【学 校】
学校保健委員会・
ＰＴＡ連合会 他

【職 域】
職能団体
商工会議所
事業所 他

健康市民おかやま２１
地域推進会議

保健所健康づくり課

北区 中央保健センター
北保健センター

中区 保健センター

東区 保健センター

南区 西保健センター
南保健センター

職域・保険者
連絡会

健康市民おかやま21
東区地域推進会議

北市民健康づくり会議

中区健康市民
おかやま21推進会

健康市民おかやま21
中央地域推進委員会

いきいき南グループ

健康おかやま西21
推進委員会

地域
連絡会

活動評価部会

普及啓発部会

＊保健福祉委員会
＊岡山市保健福祉政策審議会
＊岡山市保健所運営委員会

各
中
学
校
区
・
小
学
校
区
推
進
会
議

健健康康市市民民おおかかややまま２２１１
推推進進会会議議
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７７  健健康康市市民民おおかかややまま２２１１（（第第２２次次））体体系系図図  

 

      

推推進進のの方方向向性性  

地地域域ででつつななががりり、、高高めめああうう  

健健康康づづくくりり  

市市民民のの主主体体的的なな  

健健康康づづくくりり  

岡岡山山市市第第六六次次総総合合計計画画  

未未来来へへ躍躍動動すするる桃桃太太郎郎ののままちちおおかかややまま  

「「躍躍動動」」  「「住住みみややすすささ」」  「「協協働働」」  

全全国国にに誇誇るる、、傑傑出出ししたた安安心心をを築築くく「「健健康康福福祉祉・・環環境境都都市市」」 

健健康康市市民民おおかかややまま２２１１（（第第２２次次））  

すすべべててのの市市民民がが健健康康でで、、心心豊豊かかにに生生ききらられれるるままちち  

健健康康をを自自覚覚ででききるる人人のの増増加加 

市市民民のの健健康康をを支支ええ守守るる  

たためめのの環環境境整整備備  

ラライイフフスステテーージジにに応応じじたた健健康康づづくくりりのの推推進進

６６分分野野のの健健康康づづくくりり（（栄栄養養・・食食生生活活、、身身体体活活動動・・運運動動、、こここころろ・・休休養養、、飲飲酒酒、、喫喫煙煙、、歯歯・・口口腔腔のの健健康康））  

及及びび生生活活習習慣慣病病へへのの対対策策  

市市民民、、企企業業、、専専門門団団体体、、地地区区組組織織、、ヘヘルルススボボラランンテティィアア、、公公民民館館、、学学校校園園ななどどととのの連連携携にによよるる  

健健康康づづくくりりのの推推進進  

基基本本理理念念
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８８  中中間間評評価価にによよるる活活動動のの方方向向性性のの見見直直しし  

平成２９（2017）年度に中間評価を行いました。上位目標である「健康を自覚でき

る人の増加」「健康寿命の延伸」は目標を達成し、各組織・団体との連携、ネットワー

ク化も増加・強化されていました。しかし、40 歳～60 歳代の男女ともに肥満者の割

合が増加しており、65歳以上の男女においては運動習慣者の割合が著しく低下してい

ました。糖尿病有病者の割合も増加しているなど、生活習慣上の課題が明らかになり、

重点対策として、社会参加の充実、日常生活活動量の増加、適正体重の維持・糖尿病対

策とし、「身体活動・運動」「栄養・食生活」「社会参加」を３本柱として推進すること

を掲げました。（図１） 

地域で健康づくり運動が取り組みやすいよう、ターゲットをしぼった健康づくりをイ

メージするために、ライフステージを青年期・壮年期・高齢期に分け、食事・運動を中

心に取り組むべき内容を具体化しました。中間評価以降は、どのライフステージにおい

ても社会参加の重要性を掲げ、高齢期においてはフレイル対策が始まりました。（図２） 

図１ 図２ 

○肥満者や糖尿病の指摘を受けた人へのアプローチ
○事業所や保険者といった職域保健との連携による環境整備

○主観的健康感を高めるには、運動習慣の定着が効果的。
○「今より１０分多く身体を動かす」ことを意識するアプローチを。

・青壮年期は、歩数の増加
・高齢期は、掃除や洗濯、体操、ウォーキング等、毎日40分は動く

○社会活動を続けていることが、健康寿命の延伸に
つながる。

○いままでの「ソーシャルキャピタルの醸成」は、継続。
○幼少期、青壮年期は、地域に限らず、何らかの地域活動へ参加している状況。
○高齢者の社会参加を促すと健康寿命を延ばすことが期待できる。
高齢者のみではなく、子どもを巻き込んだ活動を意識する。

○イベント型から、日常的に集まれる、顔なじみの場づくりへの転換。

健健康康市市民民おおかかややまま21（（第第2次次））中中間間評評価価（（H29））でで見見ええててききたた今今後後のの重重点点課課題題

【広げていきたい活動例】

○学校教育と連携した防煙教育

○三世代交流を意識した、
OKAYAMA！市民体操や、
日常生活活動量増加の普及啓発
活動

○企業との連携による
日常生活活動量増加や、
野菜摂取や減塩に関する
普及啓発活動

暮暮ららすすだだけけでで健健康康にに過過ごごせせるる「「ゼゼロロ次次予予防防」」健健康康ななままちちづづくくりり （引用：千葉大学予防医学センター 近藤克則氏）

新新
たた
なな
つつ
なな
がが
りり
のの
創創
設設

健康寿命の延伸のために
（ターゲットをしぼった健康づくりのイメージ図）

学学生生

職職域域・・企企業業

高高齢齢者者

環環
境境
整整
備備

活活動動のの見見ええるる化化

青年期

壮年期

高齢期

食食事事
野菜摂取
量の増加

減塩

低栄養
予防

運運動動

日常生活に
運動を！

運動習慣
の定着

ロコモ
予防

・認知症予防
・介護予防

・早世の予防
→自殺対策
・生活習慣病予防
→高血圧・糖尿病対策
・がん予防

社社

会会

参参

加加

フフレレイイルル予予防防・・
オオーーララルルフフレレイイルル予予防防
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